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目指す都市交通体系の実現に向けた施策の展開 

施策展開の方向性 

本戦略では、相互に関係する施策および事業をパッケージ化し、総合的に推進していくことで、

より効果的な施策展開を図っていきます。施策のパッケージ化については、前項において整理し

た目指すべき都市交通を本戦略における「パッケージ」として捉え、市民や事業者と協力しなが

ら、目標を達成するために必要なハード施策およびソフト施策を取りまとめます。 

また、本戦略は平成 31年３月に策定した東大阪市立地適正化計画と併せて、コンパクトなま

ちとそれを支える交通ネットワークを構築するものです。本市立地適正化計画においては、安全

で歩いて暮らせるまちの実現に向けた誘導施策として、本戦略に基づき市民が安全・安心に利用

できる交通環境を整備すると共に、交通利便性向上を目的に大阪モノレールの南伸を推進すると

しています。本戦略においても立地適正化計画で定めたまちづくりの方針「鉄道網を活かした、

快適で魅力・活力あふれるまちづくり」の実現に向け、居住や都市機能を誘導するために、「鉄

道駅を中心とした誰もが利用しやすい交通環境づくり」を目標に施策を推進するものです。安

全・安心で便利な交通環境の確保（施策方針１）により、居住環境を向上させ、公共交通機関の

更なる利便性向上（施策方針２）により、大阪モノレール南伸区間の結節駅において都市機能の

誘導を図り、地域の活性化により都市の魅力を増大させます。また、高齢化などの社会構造の変

化に対応するため、市民生活を支える持続可能な交通システムの構築（施策方針３）を目指しま

す。 

施策展開のイメージ 

大阪モノレール南伸予定区間 

【施策方針２】 
公共交通機関の更なる利便性を向上させる 
＜展開のイメージ＞ 
◆大阪モノレール南伸区間を中心に、都市機能誘導区域の
整備をおこない、人の集積を図る。 
◆鉄道を効率的に結節させ、広域的ネットワークを構築し、
市内外から人が集まり、賑わいのあるまちを目指す。 

【施策方針１】 
安全・安心で便利な交通環境の確保 
＜展開のイメージ＞ 
◆安全で安心な交通環境により、居住環境を向上させる。 
◆便利な鉄道網を活かすため、鉄道駅を利用しやすい環境を
整備する。 

【施策方針３】 
市民生活を支える持続可能な交通システム
を構築する 
＜展開のイメージ＞ 
◆居住誘導区域や居住誘導区域外も含
め、現在居住されている方を対象に最低限の
移動手段を確保する。 
◆高齢化などの社会構造の変化に対応する
ため、ソフト施策を中心に、他分野との連携も
図りながら移動手段の確保に努める。 
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効果的な施策パッケージとその展開 

施策方針に基づき、それぞれの目指すべき都市交通の実現に資する施策および事業について、

個別に実施するのではなく、総合的、戦略的に実施することで、より事業効果を高めるパッケー

ジを例示します。

【施策方針１】 安全・安心で便利な交通環境の確保

1-1 誰もが利用しやすい駅周辺環境の整備 1-2安全・安心な交通環境の整備 1-3主要道路の自動車混雑度の低下

１．駅前交通広場の整備   １．交通施設のバリアフリー化   １．都市計画道路の整備 

２．歩行空間の整備 ２．交通施設の防災対策   ２．大阪モノレールの南伸 

３．自転車走行空間の整備 ３．踏切道安全対策 ３．路線バスの再編・検討 

４．特定経路のバリアフリー化 ４．道路、橋梁の計画的な維持補修 ４．踏切道安全対策 

５．自転車駐車場の整備 ５．生活道路整備 ５．公共交通の利用促進 

６．放置自転車対策 ６．通学路等における安全・安心対策

７．公共サインの設置   ７．交通安全啓発    

８．歩行空間の整備 

９．自転車走行空間の整備 

【施策方針２】 公共交通機関の更なる利便性の向上

2-1 持続可能な南北の公

共交通の確保

2-2 広域的な交通ネットワーク

の充実
2-3鉄道との効率的な結節

2-4 公共交通の利便性を高

める施設整備

1.大阪モノレールの南伸   1.大阪モノレールの南伸   1.駅前交通広場の整備   1.公共サインの設置 

2.路線バスの再編・検討 2.路線バスの再編・検討 
2.トランジットセンターの整

備 
2.乗継のシームレス化 

3.大阪モノレール南伸に伴う

近鉄奈良線新駅の設置 
3.自転車駐車場の整備 

3.トランジットセンターの整

備 

4.トランジットセンターの整備   4.乗継のシームレス化   4.バス利用環境の改善 

5.公共交通の利用促進 

【施策方針３】 市民生活を支える持続可能な交通システムの構築

3-1 社会的・地域的ニーズに合った交通手

段の確保 

3-2 バス路線の効率化による利便性向上 3-3 公共交通利用者の確保 

1.タクシー利活用施策の検討 1.路線バスの再編・検討 1.公共交通の利用促進 

2.自転車施策の検討 2.トランジットセンターの整備    

3.産業・医療・福祉・商業など他分野と

のタイアップ事業 

3.バス利用環境の改善 
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◆施策パッケージ 1-1 

◆施策パッケージ 1-2 

駅周辺整備として、①駅前交通広場の整備、②駅前歩行区間の整備、③自転車走行空間(自歩道)の整備、④特定経路のバリアフ
リー化、⑤自転車駐車場の整備、⑥放置自転車対策、⑦公共サインの整備、以上の事業を合わせて実施することで、通行区間の安
全性向上や周辺施設へのアクセス性が向上します。 

安全・安心な交通環境の実現に向け、①交通施設のバリアフリー化、②交通施設の防災対策、③踏切道安全対策を実施します。また、
良好な道路環境の維持のため、④道路・橋梁の計画的な維持補修、⑤生活道路整備、歩行者安全対策の一環として、⑥通学路等に
おける安全・安心対策、⑦交通安全啓発を引き続き行い、⑧歩行空間や⑨自転車走行空間（自歩道）を整備します。 
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◆施策パッケージ 1-3 

施策パッケージ 2-1 

主要道路の混雑度を低下させるためにミッシングリンクとなっている都市計画道路を整備します。また中央環状線に集中する自動車交通を
緩和するため、大阪モノレールを門真市以南に延伸し、瓜生堂地域以南については新たな路線バスを誘致します。また踏切道安全対策と
して連立事業の推進を図り、併せて公共交通の利用促進により、主要道路の混雑度低下による渋滞解消につなげます。 

西部地域では、JR おおさか東線が全線開業し国土軸と直結する南北交通が整備されていますが、中部、東部地域においても南北軸の強
化を図るため、①大阪モノレールの南伸および②路線バスの再編として瓜生堂以南の路線バス誘致を検討します。また東部地域の南北交
通軸を担う路線バスについて、基幹交通とすべく強化を図っていきます。 
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◆施策パッケージ 2-2 

◆施策パッケージ 2-3 

広域的なネットワークについては、現在充実する東西の鉄道網と今後強化を図る南北交通とを結節し、回遊性のあるネットワークを形成す
ることで、利便性は大幅に向上します。よって、南北交通を担う①大阪モノレールの南伸、②路線バスの再編はもとより、既存の路線との結
節を考え③近鉄奈良線新駅の設置、鉄道とバスを結節するための④トランジットセンターの整備などにより、広域ネットワークが形成されま
す。

鉄道駅との効率的な結節として、①駅前交通広場を整備することで、バス、タクシーがアクセスしやすくなります。また瓜生堂については、②ト
ランジットセンターの整備を予定しているので、バスを集約することによりさらに利便性が高まります。③自転車駐車場を整備することで、自転
車利用者がアクセスしやすくなり、④乗継のシームレス化として乗継施設を整備することで、歩行者がアクセスしやすくなります。 
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◆施策パッケージ 2-4 

◆施策パッケージ 3-1 

公共交通の利便性を高める施設整備として、①公共交通サインの設置、②乗継のシームレス化、③トランジットセンターの整備に取り組み
ます。またバス利用環境の改善として、バス待合環境の改善や、バスロケーションシステムを導入することで、公共交通のひとつであるバスの利
用促進に繋がるものと思われます。 

社会的・地域的ニーズに合った交通手段の確保につながる事業として、市内全域に広がる市街地をカバーする面的な公共交通として①タク
シーの利活用施策を検討します。次に本市において自転車利用が多いという特徴に対する施策として、サイクルシェアなどの②自転車活用
施策を検討します。また、産業・医療・福祉・商業など他分野とのタイアップとして、双方にとって利益となるような③タイアップ事業を検討しま
す。 
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◆施策パッケージ 3-2 

◆施策パッケージ 3-3 

減便、廃止が続くバス路線に関して、効率化による利便性向上に関する事業として、①バス路線の再編検討、②トランジットセンターの整
備、③利用環境の改善に向けた施策を検討します。 

公共交通利用者を確保するために、公共交通利用促進事業に取り組みます。内容としては、公共交通マップの作成配布や、各種公共交
通機関の日に関するイベント、また市イベントでの PR活動に加え、モビリティ・マネジメントにも取り組んでいきます。 
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実施プログラム 

施策ごとに実施プログラムを作成し、これに基づき施策の推進を図ります。 

施策１  駅前交通広場の整備 
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施策 2  歩行空間の整備 
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施策 3  自転車走行空間の整備 
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施策 4  特定経路のバリアフリー化 
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施策 5  自転車駐車場の整備 
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施策 6  放置自転車対策 
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施策 7  公共サインの設置 
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施策 8  交通施設のバリアフリー化 
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施策 9  交通施設の防災対策 
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施策 10  踏切道安全対策 
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施策 11  道路・橋梁の計画的な維持補修 
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施策 12  生活道路整備 
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施策 13  通学路等における安全・安心対策 
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施策 14  交通安全啓発 
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施策 15  都市計画道路の整備 
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施策 16  大阪モノレールの南伸 
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施策 17  路線バスの再編・検討 
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施策 18  公共交通の利用促進 
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施策 19  近鉄奈良線新駅の設置 
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施策 20  トランジットセンターの整備 
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施策 21  乗継のシームレス化 
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施策 22  バス利用環境の改善 
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施策 23  タクシー利活用施策の検討 
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施策 24  自転車施策の検討 
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施策 25  産業・医療・福祉・商業など他分野とのタイアップ事業 
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施策の優先度 

前項では、本市において実施すべき施策を実施プログラムとして 25 の施策を位置づけまし

たが、併せて実施することでより効果が大きくなる関連性の高い施策や、限られた財源の中で

優先的に取り組むべき施策を、以下の点に留意して整理します。 

以上の３点においてそれぞれの評価項目を設定し、それに貢献する度合いを評価します。各

施策の優先度は次頁のとおりであり、大阪モノレール南伸、都市計画道路の整備、近鉄奈良線

新駅整備、トランジットセンターなど、大阪モノレール南伸に伴う交通施設整備の優先度が高

くなっています。各施策の優先度および関連性をまとめると下図のようになり、今後は大阪モ

ノレール南伸を中心とした交通体系の整備を進める必要があります。

施策の優先度および関連性

【施策・事業の優先度の考え方】 

① 市民生活を守る事業として、安全で快適な市民生活を確保する上で必要不可欠な事業の継続
が求められるもの 

② 都市の発展に寄与する事業として、機能的な都市活動を確保する基盤整備が必要であることか
ら、大阪モノレール南伸による広域的な交通網が形成されるメリットを活かした事業の展開が求め
られるもの 

③ 社会全体の利益になる事業として、交通の安全性や利便性を高めるなど、利用者のみならず市
民全員の利益に繋がるような事業の展開が求められるもの 
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施策の優先度一覧表

安全性の確保 快適性の維持 利便性の向上 賑わいの創出 民間開発の誘発 交流人口の増加 効率的な移動 交通需要の創出
(自動車利用抑制)

健康の増進

1 駅前交通広場の整備 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ × 23 A

2 歩行空間の整備 ○ ○ ○ ○ × × △ ○ △ ○ 20 B

3 自転車走行空間の整備 × ○ ○ ○ × × △ ○ △ ○ 17 B

4 特定経路のバリアフリー化 × ○ ○ ○ △ × △ ○ △ △ 16 B

5 自転車駐車場の整備 ○ ○ △ ○ × × × △ ○ △ 15 C

6 放置自転車対策 ○ ○ ○ △ △ × × △ × × 12 C

7 公共サインの設置 × × △ ○ △ × △ ○ × × 9 D

8 交通施設のバリアフリー化 △ ○ ○ ○ × × △ ○ △ △ 16 B

9 交通施設の防災対策 ○ ○ ○ ○ × × △ △ △ × 15 C

10 踏切道安全対策 △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ × × 20 B

11 道路、橋梁の計画的な維持補修 ○ ○ ○ ○ × × × △ × △ 14 C

12 生活道路整備 ○ ○ ○ ○ × × × △ × ○ 16 B

13 通学路等における安全・安心対策 ○ ○ ○ △ × × × △ △ △ 13 C

14 交通安全啓発 ○ ○ ○ △ × × × △ △ ○ 15 C

15 都市計画道路の整備 △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ 24 A

16 大阪モノレールの南伸 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 27 A

17 路線バスの再編・検討 × × ○ ○ △ △ △ ○ ○ △ 16 B

18 公共交通利用促進 × △ ○ × ○ × ○ △ ○ ○ 17 B

19 近鉄奈良線新駅の設置 × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 23 A

20 トランジットセンターの整備 × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 23 A

21 鉄道駅の乗継改善（シームレス化） × ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ 21 A

22 バス利用環境の改善 × △ ○ ○ △ × △ ○ ○ △ 16 B

23 タクシー利活用施策の検討 × △ ○ ○ × × △ ○ ○ △ 15 C

24 自転車施策の検討 × △ △ ○ △ × △ ○ △ ○ 14 C

25 産業・医療・福祉・商業など他分野とのタイアップ事業 × × △ ○ △ × × ○ ○ ○ 14 C

優先度
A(21-27)
B(16-20)
C(11-15)
D(6-10)
E(0-5)

番号 事 業 財源確保

市民生活を守る
（居住を誘導するもの）

都市の発展
（都市機能を誘導するもの） 社会全体の利益

○・・効果がある  △・・多少効果がある  ×・・あまり効果がない 
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優先度の高い大阪モノレール南伸を中心とした施策パッケージ 

優先度の整理により、今後の中心施策となる大阪モノレール南伸において、駅設置が予定

されている「鴻池新田地区」「荒本地区」「瓜生堂地区」について、整備方針をまとめます。

本市立地適正化計画では、都市の魅力を増大させるため、新たな拠点の構築に向けて実施す

る施策として、モノレール南伸に伴い結節駅を中心としたエリアにおいて、広域的な交通ネ

ットワークが形成させる施策を検討するとしています。このことから、各結節駅の地区にお

いて、人の流れを円滑にし、経済活動が盛んになるよう、既に整備されている都市施設と併

せ周辺整備を行い、新たな拠点を構築します。また整備の際には、市民が安全安心に利用で

きる交通環境となるよう配慮します。 

＜鴻池新田地区＞ 

 鴻池新田地区では大阪モノレール南伸に伴い（仮称）鴻池新田駅の設置が予定されており、

JR 学研都市線との新たな結節点となります。このことから駅利用の利便性を高めるバス等の

滞留機能を有した駅前交通広場、モノレール新駅を安全かつ便利に利用するための立体横断施

設や、良好な道路空間を確保するための自転車駐車場を整備します。また JR 学研都市線鴻池

新田駅との駅間が 630m と距離があることから、安全に乗り継ぐための歩行空間を整備し、さ

らに乗継効率を良くするため JR 鴻池新田駅の改良を事業者と共に検討します。 

【事業概要図】 

 【整備スケジュール】 

※これらの事業だけでなく、バス路線の再編やタクシーの活用など、結節点としての効果を高める施策を実施します。 

年度

①駅前交通広場
②立体横断施設
③歩行空間
④既存駅舎の改良
⑤自転車駐車場

施策1

施策21

施策5

(2030)

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
(2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029)(2020) (2021) (2022) (2023)
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＜荒本地区＞ 

 荒本地区では大阪モノレール南伸に伴い（仮称）荒本駅の設置が予定されており、近鉄けい

はんな線との新たな結節点となります。このことから駅利用の利便性を高めるバス等の滞留機

能を有した駅前交通広場、モノレール新駅を安全かつ便利に利用するための立体横断施設、駅

へと繋がるアクセス道路や、良好な道路空間を確保するための自転車駐車場を整備します。ま

た近鉄けいはんな線荒本駅との駅間を安全に繋ぐと共に、幹線道路である国道 308 号の今以上

の混雑を防ぐために直接近鉄荒本駅へ接続する歩行空間を整備するなど、さらなる交通利便性

の向上を事業者と共に検討します。また、この地区は本市の本庁舎が立地し、本市の中心とな

るエリアであることから、大阪モノレール南伸に併せ、周辺の府有地の活用を促進し、官民連

携により新たな都市施設を誘導するなど、本市の中心拠点となるようなまちづくりを推進しま

す。 

【事業概要図】 

【整備スケジュール】 

※これらの事業だけでなく、バス路線の再編やタクシーの活用など、結節点としての効果を高める施策を実施します。

年度
(2028) (2029) (2030)

R12
(2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

R6 R7 R8 R9 R10 R11R2 R3 R4 R5

施策21

①駅前交通広場
②立体横断施設
③歩行空間
④既存駅舎の改良

⑥自転車駐車場

施策1

施策5
施策15 ⑤都市計画道路
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＜瓜生堂地区＞ 

 瓜生堂地区では大阪モノレール南伸に伴い終着駅となる（仮称）瓜生堂駅の設置が予定され

ており、併せて近鉄奈良線にも新駅を整備することで新たな結節点としての発展を目指します。

本地区は、本市のにぎわいゾーンの一角となっており、来訪者受入に向け新たな玄関口として

相応しい整備を行います。具体的な施設としては、（仮称）瓜生堂駅や近鉄奈良線新駅を安全

かつ便利に利用するための立体横断施設や、良好な道路空間を確保するための自転車駐車場を

整備します。また周囲には市立東大阪医療センター、東大阪市文化創造館、複数の大学など市

外からも多くの人が訪れる施設が立地しています。併せて、大阪国際空港や関西国際空港等に

アクセスする広域的なバス路線が集中しているエリアでもある事から、交通拠点として高速バ

ス等の滞留機能を有した駅前交通広場を整備し、高速バスや路線バスを再編・集約すると共に、

鉄軌道とバスを効率的に結節させるトランジットセンターの整備を検討します。まちづくり施

策としては、（仮称）瓜生堂駅南東部において密集住宅市街地整備事業を実施しており、まち

の防災性および安全性を向上させる共に、大阪モノレール南伸によって人が集まり賑わいある

地域としての発展を目指します。 

【事業概要図】 

【整備スケジュール】 

※これらの事業だけでなく、バス路線の再編やタクシーの活用など、結節点としての効果を高める施策を実施します。 

年度

④自転車駐車場
⑤トランジットセンター

R12
(2020) (2030)(2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029)(2021) (2022) (2023)

R7 R8 R9 R10 R11R2 R3 R4 R5 R6

施策5
施策20

①駅前交通広場
②立体横断施設

施策1
施策21
施策19 ③近鉄奈良線新駅


